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農業農村整備事業総合評価落札方式（業務方針提案型）評価ガイドライン 新旧対照表
変更追加事項：赤書き・赤枠

新 旧

１ 総合評価落札方式の概要 １ 総合評価落札方式の概要

「総合評価落札方式」（以下、「総合評価」という。）とは、「価格と品質 「総合評価落札方式」（以下、「総合評価」という。）とは、「価格と品質

が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、公共工事の品質が確保 が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、公共工事の品質が確保

されなければならない」という、品確法の基本理念に基づいた新たな入札・ されなければならない」という、品確法の基本理念に基づいた新たな入札・

契約方式である。 契約方式である。

最も安い価格で入札した企業を落札者としてきた従来の入札方式と異な 最も安い価格で入札した企業を落札者としてきた従来の入札方式と異な

り、「総合評価」では、業務実績に優れ、技術力の高い企業が選定されやす り、「総合評価」では、業務実績に優れ、技術力の高い企業が選定されやす

い入札方式であり、業務成果品質の向上、企業の技術力の向上並びに入札談 い入札方式であり、業務成果品質の向上、企業の技術力の向上並びに入札談

合抑制等の効果が期待されている。 合抑制等の効果が期待されている。

（１）評価の方法 （１）評価の方法

「総合評価」では、価格が予定価格の制限の範囲内で、価格と品質を数値 「総合評価」では、価格が予定価格の制限の範囲内で、価格と品質を数値

化した「評価点」の最も高い企業を落札者（または、特定者）とするもので 化した「評価点」の最も高い企業を落札者（または、特定者）とするもので

ある。 ある。

企業及び配置予定技術者の同種業務の実績、配置予定技術者の保有資格、 企業及び配置予定技術者の同種業務の実績、配置予定技術者の保有資格、

業務の実施方針や特定のテーマに関する業務提案等が評価の対象になる。 業務の実施方針や特定のテーマに関する業務提案等が評価の対象になる。

図－１ 総合評価落札方式による落札決定のイメージ図 図－１ 総合評価落札方式による落札決定のイメージ図
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（２）業務方針提案型 （２）業務方針提案型

業務委託の総合評価については、委託業務総合評価落札方式試行要綱（平 業務委託の総合評価については、委託業務総合評価落札方式試行要綱（平

成２１年６月３０日建管－８９１）に基づき施行している。 成２１年６月３０日建管－８９１）に基づき施行している。

なお、評価項目及び評価基準等については、「委託業務総合評価落札方式 なお、評価項目及び評価基準等については、「委託業務総合評価落札方式

試行の手引き（平成２２年４月１日制定秋田県）」（以下、「試行の手引き」 試行の手引き（平成２２年４月１日制定秋田県）」（以下、「試行の手引き」

という。）に定められている。 という。）に定められている。

「簡易型」は、企業及び配置予定技術者の業務実績、業務成績、配置予定 「簡易型」は、企業及び配置予定技術者の業務実績、業務成績、配置予定

技術者の保有資格等の「実績評価」に基づいて落札企業を決定する方式であ 技術者の保有資格等の「実績評価」に基づいて落札企業を決定する方式であ

る。 る。

一方、農業農村整備事業の委託業務は、換地手法を用いたほ場整備計画、 一方、農業農村整備事業の委託業務は、換地手法を用いたほ場整備計画、

周辺環境及び自然環境との調和を考慮した設計手法等など特殊業務であるこ 周辺環境及び自然環境との調和を考慮した設計手法等など特殊業務であるこ

とから、「実績評価」のみならず、業務の遂行方法や関係機関との調整が重 とから、「実績評価」のみならず、業務の遂行方法や関係機関との調整が重

要なポイントを占めている。 要なポイントを占めている。

このことから、特定の委託業務においては「実績評価」のほか、「業務提 このことから、特定の委託業務においては「実績評価」のほか、「業務提

案」を求める必要があることから、農業農村整備総合評価落札方式（業務方 案」を求める必要があることから、農業農村整備総合評価落札方式（業務方

針提案型）（以下、「業務方針提案型」という。）を施行することとした。 針提案型）（以下、「業務方針提案型」という。）を施行することとした。

なお、「業務方針提案型」では、「試行の手引き」における配置予定技術 なお、「業務方針提案型」では、「試行の手引き」における企業及び配置

者の実績評価項目に、農業農村整備事業の独自評価項目（プロポーザルの実 予定技術者の実績評価項目に、農業農村整備事業の独自評価項目（ＩＳＯマ

績）を加算している。 ネジメント、地域活動、農業土木ＣＰＤ）を加算し、国土交通省の配点方式

を参考にしている。

（３）委託業務の選定方式 （３）委託業務の選定方式

１）条件付き一般競争入札 １）条件付き一般競争入札

一定の資格、成績を有することを入札参加条件として付した上で、価格競争 一定の資格、成績を有することを入札参加条件として付した上で、価格競争

により落札候補者を決定する方式 により落札候補者を決定する方式

２）総合評価（簡易型） ２）総合評価（簡易型）

技術的工夫の余地が小さい業務を対象に、一定の資格、成績を有することを 技術的工夫の余地が小さい業務を対象に、一定の資格、成績を有することを

入札参加条件として付した上で、企業及び配置予定技術者の業務実績、業務 入札参加条件として付した上で、企業及び配置予定技術者の業務実績、業務

成績、配置予定技術者の保有資格、社会貢献等の“実績評価”による「技術 成績、配置予定技術者の保有資格、社会貢献等の“実績評価”による「技術

評価点」と“入札価格”による「価格評価点」により、当該業務に最も適し 評価点」と“入札価格”による「価格評価点」により、当該業務に最も適し

たものを落札候補者とする方式。 たものを落札候補者とする方式。

３）総合評価（業務方針提案型） ３）総合評価（業務方針提案型）

農業農村整備事業における特定の委託業務を対象に、一定の資格、成績を有 農業農村整備事業における特定の委託業務を対象に、一定の資格、成績を有

することを入札参加条件として付した上で、地域との関わり、業務の遂行、 することを入札参加条件として付した上で、地域との関わり、業務の遂行、

特定のテーマに関する「業務方針提案書」を求め、“実績評価”を加味した 特定のテーマに関する「業務方針提案書」を求め、“実績評価”を加味した

「技術評価点」と“入札価格”による「価格評価点」により、当該業務に最 「技術評価点」と“入札価格”による「価格評価点」により、当該業務に最

も適したものを落札候補者とする方式。 も適したものを落札候補者とする方式。

４）総合評価（標準型） ４）総合評価（標準型）

特定の技術提案の履行により品質向上を期待できる業務を対象に、一定の資 特定の技術提案の履行により品質向上を期待できる業務を対象に、一定の資

格、成績を有することを入札参加条件として付した上で、評価テーマに関す 格、成績を有することを入札参加条件として付した上で、評価テーマに関す



- 3 -

る「技術提案書」を求め、“実績評価”を加味した「技術評価点」と“入札 る「技術提案書」を求め、“実績評価”を加味した「技術評価点」と“入札

価格”による「価格評価点」により、当該業務に最も適したものを落札候補 価格”による「価格評価点」により、当該業務に最も適したものを落札候補

者とする方式。 者とする方式。

５）プロポーザル方式 ５）プロポーザル方式

当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務を 当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務を

対象に、技術提案書の提出を求め、ヒアリングを実施した上で技術提案書の 対象に、技術提案書の提出を求め、ヒアリングを実施した上で技術提案書の

評価を行い、当該業務に最も適したものを選定する方式。 評価を行い、当該業務に最も適したものを選定する方式。

２ 事務手続きフロー ２ 事務手続きフロー

基本的な事務の流れは、図－２のとおりである。なお、入札・契約の適正 基本的な事務の流れは、図－２のとおりである。なお、入札・契約の適正

化の促進を図るため、事前に美の国あきたネット「建設コンサルタント業務 化の促進を図るため、事前に美の国あきたネット「建設コンサルタント業務

等の発注見通し」により、対象業務の情報（業務場所、業務名、業務種別、 等の発注見通し」により、対象業務の情報（業務場所、業務名、業務種別、

業務概要、工期、入札予定時期、公表課所等）の公表を行うことを原則とす 業務概要、工期、入札予定時期、公表課所等）の公表を行うことを原則とす

る。 る。

図－２ 総合評価落札方式（業務方針提案型）による事務手続きフロー 図－２ 総合評価落札方式（業務方針提案型）による事務手続きフロー
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３ 総合評価点の算定 ３ 総合評価点の算定

総合評価は、当該業務に業務方針提案書（以下、「提案書」という。）を提 総合評価は、当該業務に業務方針提案書（以下、「提案書」という。）を提

出した者（以下、「提案者」という。）のうち、次の何れの要件を満たして 出した者（以下、「提案者」という。）のうち、次の何れの要件を満たして

いる者を対象に行う。 いる者を対象に行う。

① 提案者が、公告文で定めた入札参加資格要件を満たしていること。 ① 提案者が、公告文で定めた入札参加資格要件を満たしていること。

② 提案者が、公告文で定めた様式による提案書を提出していること。 ② 提案者が、公告文で定めた様式による提案書を提出していること。

③ 提案書が、評価ガイドラインで定めた事項に基づき記載されているこ ③ 提案書が、評価ガイドラインで定めた事項に基づき記載されているこ

と。 と。

評価は、“業務方針の所見に基づく評価点”と“企業の業務実績等及び配置 評価は、“業務方針の所見に基づく評価点”と“企業の業務実績等及び配置
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予定技術者の能力等による評価点”の合計点（以下、「技術評価点」という。） 予定技術者の能力等による評価点”の合計点（以下、「技術評価点」という。）

に、入札参加者の入札価格（消費税込みの金額。以下、「入札価格」という。） に、入札参加者の入札価格（消費税込みの金額。以下、「入札価格」という。）

に基づき算定した価格評価点（以下、「価格評価点」という。）とを合算し に基づき算定した価格評価点（以下、「価格評価点」という。）とを合算し

た「総合評価点」に基づき行う。 た「総合評価点」に基づき行う。

総合評価点 ＝ 技術評価点 ＋ 価格評価点 総合評価点 ＝ 技術評価点 ＋ 価格評価点

技術評価点及び価格評価点の配点は、それぞれ「７５点」、「２５点」とし、 技術評価点及び価格評価点の配点は、それぞれ「７５点」、「２５点」とし、

合計で１００点を満点とする。 合計で１００点を満点とする。

（１）配 点 （１）配 点

技術評価点及び価格評価点の配点は、次のとおりとする。 技術評価点及び価格評価点の配点は、次のとおりとする。

表－１ 技術評価点及び価格評価点における配点表 表－１ 技術評価点及び価格評価点における配点表

（２）技術評価点 （２）技術評価点

技術評価点は、各評価項目毎の評価点を合計して算定する。計算値は小数 技術評価点は、各評価項目毎の評価点を合計して算定する。計算値は小数

点以下第５位を四捨五入し、第４位止めとする。 点以下第５位を四捨五入し、第４位止めとする。

なお、各評価項目については、「４ 技術評価項目に関する評価基準」に なお、各評価項目については、「４ 技術評価項目に関する評価基準」に

よる。 よる。

【評価対象となる配置予定技術者】

① 評価対象となる配置予定技術者及びその実績等の立場は、評価基準を

確認すること。

② 評価対象となる配置予定技術者は、入札参加申込申請期限の日以前に３

月以上の直接かつ恒常的な雇用関係にある者とする。

③ 雇用関係及び常勤性の確認は、「秋田県建設コンサルタント業務等条件

付き一般競争入札試行要綱」第７条第１項（４）により行う（確認申請書等の

様式第３号に記載がない者は評価しない）。

④ 上記雇用関係等の条件を満たす配置予定技術者は加点対象者とする

が、条件を満たさない場合は加点対象者としない。

⑤ 入札参加資格要件の配置予定技術者と、総合評価落札方式の評価対象

となる配置予定技術者とは、定義が違うので留意すること（上記雇用関係等
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条件のすべてを満たさないからといって入札参加資格無しとはならない）。

⑥ 複数の候補者を申請する場合、又は共同企業体の結成を入札参加要件

とする場合は、総合様式９により評価対象者となった者を評価する。

⑦過去の業務実績（成績評定を含む）において、配置技術者の途中交代が

なされている場合は、当該業務で従事期間が最も長い技術者のみ評価する。

⑧住民票の写しはマイナンバーの記載されていないもの、または黒で塗りつ

ぶしたものを提出すること。

（３）調査基準価格 （３）調査基準価格

業務方針提案型においては、秋田県建設コンサルタント業務等に係る低入 業務方針提案型においては、秋田県建設コンサルタント業務等に係る低入

札価格調査試行要綱（平成２０年９月２９日付け建管－１６３２）（以下、 札価格調査試行要綱（平成２０年９月２９日付け建管－１６３２）（以下、

「低入札試行要綱」という。）及び秋田県建設コンサルタント業務等に係る 「低入札試行要綱」という。）及び秋田県建設コンサルタント業務等に係る

低入札価格調査試行要領（同）を適用する。 低入札価格調査試行要領（同）を適用する。

なお、委託対応額を問わず同要綱を適用するものとし、調査基準価格につ なお、委託対応額を問わず同要綱を適用するものとし、調査基準価格につ

いては、同要領第２条（１）②－２により算定する。 いては、同要領第２条（１）①により算定する。

（４）価格評価点 （４）価格評価点

価格評価点は、「入札価格」と「調査基準価格」との関係から、次式によ 価格評価点は、「入札価格」と「調査基準価格」との関係から、次式によ

り算定する。計算値は小数点以下第５位を四捨五入し、第４位止めとする。 り算定する。計算値は小数点以下第５位を四捨五入し、第４位止めとする。

① 入札価格≧調査基準価格 ① 入札価格≧調査基準価格

② 入札価格＜調査基準価格 ② 入札価格＜調査基準価格

（５）基準日 削除 （５）基準日

企業及び配置予定技術者の業務実績等（優れた実績件数、業務成績評定点

の平均値）及び地域活動（地域貢献）への取組の評価に関する基準日につい
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ては、建設部技術管理課から通知される前年度の業務成績評定表適用開始日

（以下、「基準日」という。）とする。

４ 技術評価項目及び配点 ４ 技術評価項目及び配点

（１）技術評価項目及び配点 （１）技術評価項目及び配点

技術評価項目及び配点については、表－２のとおりとする。 技術評価項目及び配点については、表－２のとおりとする。

なお、囲み表記している番号（例えば、2-1 等）の評価項目は、「総合評 なお、囲み表記している番号（例えば、2-1 等）の評価項目は、「総合評

価試行の手引き」と共通する評価項目及び評価基準である。 価試行の手引き」と共通する評価項目及び評価基準である。

表－２ 技術評価項目に関する評価基準 表－２ 技術評価項目に関する評価基準
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（２）業務提案の評価方法 （２）業務提案の評価方法

募集提案（業務方針の所見）の評価方法については、次のとおりとする。 募集提案（業務方針の所見）の評価方法については、次のとおりとする。

１）委託業務共通仕様書、計画設計基準・設計指針、設計便覧、各種基準並 １）委託業務共通仕様書、計画設計基準・設計指針、設計便覧、各種基準並

びに法令に規定されている内容の提案については、評価対象外とする。 びに法令に規定されている内容の提案については、評価対象外とする。

２）農林水産省土地改良工事積算基準（調査･測量･設計）及び公共測量作業 ２）農林水産省土地改良工事積算基準（調査･測量･設計）及び公共測量作業

規程の作業項目で、当然行うこととなっている事項については、評価対象外 規程の作業項目で、当然行うこととなっている事項については、評価対象外

とする。 とする。

３）仮定に基づく提案内容の場合には、評価対象外とする。 ３）仮定に基づく提案内容の場合には、評価対象外とする。

４）募集提案に対して未記入の場合には、当該提案は加点なしとする。 ４）募集提案に対して未記入の場合には、当該提案は加点なしとする。

５）提案可能項目数を超えて提案を行った場合には、当該提案は加点なしと ５）提案可能項目数を超えて提案を行った場合には、当該提案は加点なしと

する。 する。

（※５と６を入れ替え）

５ 技術資料の作成 ６ 技術資料の作成

（１）入札参加時 （１）入札参加時

入札参加時は、次の様式により提案書（各様式の添付書類を含む。以下同 入札参加時は、次の様式により提案書（各様式の添付書類を含む。以下同

じ。）を作成し、提出するものとする。 じ。）を作成し、提出する

も の

と す

る。
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提出用に作成した提案書は、公告文に定める提出方法、提出先、提出部数に 提出用に作成した提案書は、公告文に定める提出方法、提出先、提出部数に

従い、定められた提出期間内に提出するものとする。 従い、定められた提出期間内に提出するものとする。

（２）記載内容に関する留意事項 （２）記載内容に関する留意事項

実績確認項目（企業の技術力、配置予定技術者の技術力及び業務執行体制） 実績確認項目（企業の技術力、配置予定技術者の技術力及び業務執行体制）

は、全て必須項目であることに留意し、次の事項に基づき運用する。 は、全て必須項目であることに留意し、次の事項に基づき運用する。
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２） 削除

３） 削除
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４） 削除
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５） 削除
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６） 削除

２）その他共通留意事項

① ＮＮ様式１を作成すること。なお、この自己評価点は、業務方針の

所見をのぞく技術評価点の上限値となる。

② 審査の結果、ＮＮ様式１の提出がなかった場合は、他の様式が提出

されていても全ての評価点を各配点基準最低点とする。

③ 審査の結果、ＮＮ様式１に記載した点数に関係する総合評価様式の

提出がないもの、又は記載がない項目については、評価点を当該項目の

配点基準最低点とする。

④ （総合様式９）「複数の配置予定技術者を申請する場合の評価に係

る算定書」は、技術資料提出期限日までに配置予定技術者を特定でき

ず、複数の候補者を記載する場合に作成する。

１）「単独」の場合、配置予定技術者の能力の小計が最小となる者を

選定し評価対象者とする。

２）「共同企業体」の場合、各構成員において上記①を行い、その中

で最も評価点の高いものが当該業務の評価対象者となる。

⑤ 総合評価で評価対象となった技術者は、病気、死亡、出産、育児、

介護または退職等の真にやむを得ない場合を除き、原則として変更でき

ない。

⑥ 真にやむを得ない理由により、評価対象となった技術者を変更する

場合は、総合評価で得た評価点が下がることのないよう、同等以上の資

格等を有する者を配置しなければならないことに留意すること（同等以

上とは、総合評価で得た技術評価点の合計得点が同等以上であることを

いう）。この場合、変更後の技術者の評価基準日は当手引きの各項目に

おける基準日と同じ日とする（例：手持ち業務数は技術資料提出期限日

時点）。

⑦ 上記により、やむを得ず技術者を変更する場合において、技術評価

点の合計得点が同等以上となる技術者を配置できない場合は、受注者は

その旨を発注者に対して証明しなければならない（企業内の技術者につ
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いて、総合様式９及びその証明書類等により評価項目毎の加点状況を確

認し、真にやむを得ないことを証明する必要がある）。

６ 技術評価項目に関する評価基準 ５ 技術評価項目に関する評価基準

（１）業務方針の所見 ［５０点］ （１）業務方針の所見 ［５０点］
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（２）企業の評価 ［１０点］ （２）企業の技術力 ［８点］
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